
 

認知症施策の推進 

 

１ 認知症に関する知識の普及と見守り体制の構築 

○ 認知症サポーター養成講座実施状況 

項 目 平成２６年度 平成２７年度 

実施回数 ３１回 ４８回 

延受講者数 ７，２００人 ８，７０９人 

 

○ 認知症カフェの開催【新規】 

   第１回 平成２７年 ８月２５日（火） 参加者５１名 

   第２回 平成２７年１２月 ４日（金） 参加者４７名 

   （場所：函館市地域交流まちづくりセンター） 

 

○ 函館地区高齢者のためのＳＯＳネットワークシステムの実施 

平成２７年７月から，「函館市ＡＮＳＩＮメール」（利用登録者に対し，緊

急性の高い安心安全情報その他市政情報をインターネットで配信するもの）

による行方不明高齢者情報の配信を開始 

項 目 平成２６年度 平成２７年度 

延保護人数 ２０人 １４人 

 ※平成２６年度は警察からの保護情報件数  

平成２７年度はＡＮＳＩＮメール配信件数（平成２８年１月末現在） 

 

２ 相談・連携の強化 

○ 認知症地域支援推進員の配置【新規】 

   平成２７年４月１日配置（高齢福祉課 保健師 ２名） 

 

３ 成年後見制度の利用促進 

○ 成年後見制度利用支援事業の実施 

項 目 平成２６年度 平成２７年度 

市長申立件数 ０件 １件 

申立費用助成件数 １件 ０件 

報酬助成件数 ３件 ２件 

※ 高齢者のみ 

   ※ 平成２７年度は，平成２８年１月末現在までの件数 
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○ 函館市成年後見センター 

認知症高齢者や知的障がい，精神障がいなどにより判断能力が十分でない

者の権利を擁護するため，成年後見制度に関する相談から制度の利用に至る

までのワンストップでの相談窓口として，業務を専門的・一元的に行うとと

もに，成年後見制度の新たな担い手である市民後見人を支援するための専門

機関として，平成 28 年度に函館市成年後見センターを設置します。 

 

(1) これまでの経過 

 平成２５年度 函館市市民後見推進検討委員会設置 

                  先進地調査（東京都，小樽市） 

 平成２６年度 市民後見人養成講座開催（修了者３８人） 

    平成２７年度 成年後見センター運営受託者決定（公募選定） 

           ７月 募集開始 

           ８月 プロポーザル実施 

           ９月 決定 

                 【受託者 社会福祉法人函館市社会福祉協議会】 

           センター準備業務の実施 

           ・市民後見人活動マニュアルの作成 

           ・フォローアップ研修       など 

 平成２８年度 函館市成年後見センター開設 

 

(2) センターで行う業務内容 

 ア 成年後見制度に関する相談 

  ・ 一般市民や福祉事業者などからの相談に対応します。 

 イ 成年後見制度の普及啓発 

  ・ 制度の普及啓発のため，一般市民向け講演会を１回以上行います。 

 ウ 市民後見人の育成および指導，活動支援 

  ・ ２６年度市民後見人養成研修終了者を対象に，フォローアップ研 

修を２回以上開催し，資質向上を図ります。 

  ・ 研修終了者の市民後見人候補者登録を促進し，登録者情報を管理 

します。 

  ・ 後見活動における相談および支援を行います。 

 エ 市民後見人の受任調整および家庭裁判所への推薦 

  ・ 家庭裁判所からの受任依頼に対し，専門部会による受任調整を行 

い，家庭裁判所へ後見人推薦を行います。 

 オ 法人後見実施のための研修および活動支援 

  ・ 福祉事業者向けに法人後見実施にかかる研修会等を１回以上行い 

ます。 

  ・ 法人後見活動実施における相談および支援を行います。 
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カ 第三者機関（運営協議会，専門部会）の運営 

    ・ 成年後見センター運営協議会を設置し，２回以上会議を開催しま

す。 

   ・ 研修会や受任調整などの専門部会を設置し，必要に応じ会議を開

催します。 

 キ 関係機関（弁護士会，司法書士会，社会福祉士会，家庭裁判所等） 

  との連携 

  ・ 関係機関と連携し，円滑な業務の遂行に努めます。 

  ・ 関係機関に対し，専門職への相談を行います。 

ク その他の業務 

    ・ 毎月の利用実績報告書等の作成に関する業務 

    ・ 当該年度の事業実施状況報告書および収支決算書等の作成に関す

る業務 

  ・ その他必要な書類の作成および報告に関する業務 

  ・ その他市が指定する業務 

 

(3) 職員の配置等 

    センターは，業務の実施にあたり，あらかじめ管理責任者を定めると

ともに，業務に必要な職員を４名配置します。 

  ・ センター長 １名（法人管理職兼務） 

  ・ 専門員      ２名（専任，社会福祉士） 

  ・ 事務員   １名（専任） 

   

※ 成年後見センター イメージ図 

　・制度利用相談,手続き支援 　・弁護士会
　・後見活動相談,支援 　・司法書士会

・法人後見実施研修 　・社会福祉士会
・困難事例支援 　　など

　　など

　・申立受理
　・審理

・市民向け 　（候補者適格性調査・陳述聴取等）
・施設向け 　・後見開始審判,後見人選任

　・審判確定

・養成研修
・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

　・受任調整部会
　・人材育成支援部会

　　　　など

・運営に係る協議

成年後見センター

家庭裁判所

申立者希望者・施設・後見候補者 など

専門部会 運営協議会

講演会の開催

研修会の開催

市民後見人候補

相談機関

後見人支援機関
(市民後見人管理)

調整機関

登録

広報・普及啓発

人材育成

連携

推薦

選任依頼

選任

法人後見支援
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